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青
森
県
景
観
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

青
森
県
規
則
第
十
七
号

青
森
県
景
観
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
景
観
条
例
施
行
規
則

(

平
成
八
年
三
月
青
森
県
規
則
第
四
十
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
九
条
第
五
号
中

｢

第
十
四
条
第
三
項
又
は
第
十
五
条
第
三
項｣

を

｢

第
九
条
第
三
項
又
は
第
十

条
第
三
項｣

に
、

｢

第
十
七
条
第
三
項
又
は
第
十
八
条
第
三
項｣

を

｢

第
十
三
条
第
三
項
又
は
第
十

四
条
第
三
項｣

に
、

｢

第
二
十
条
第
一
項｣

を

｢

第
二
十
六
条
第
一
項｣

に
改
め
る
。

第
十
条
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

日
本
郵
政
公
社

第
十
条
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三

雇
用
・
能
力
開
発
機
構

第
十
条
第
十
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

十
五

社
団
法
人
青
い
森
農
林
振
興
公
社

第
十
条
中
第
十
六
号
及
び
第
十
七
号
を
削
り
、
第
十
八
号
を
第
十
六
号
と
し
、
第
十
九
号
を
第
十

七
号
と
し
、
第
二
十
号
を
第
十
八
号
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
条
第
三
号
の
改
正
規
定

は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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( )

青
森
県
浄
化
槽
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

青
森
県
規
則
第
十
八
号

青
森
県
浄
化
槽
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
浄
化
槽
法
施
行
細
則

(
昭
和
六
十
年
十
月
青
森
県
規
則
第
五
十
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中

｢

浄
化
槽
法
第
十
条
第
二
項
の
技
術
管
理
者
を
置
く
べ
き
浄
化
槽
の
規
模
を
定
め
る
政

令

(

昭
和
六
十
年
政
令
第
二
百
四
十
五
号)

｣
を

｢
浄
化
槽
法
施
行
令

(

平
成
十
三
年
政
令
第
三
百

十
号)

｣

に
、

｢

昭
和
六
十
年
建
設
省
令
第
十
一
号)
及
び｣

を

｢

昭
和
六
十
年
建
設
省
令
第
十
一

｢
｢

号)

、｣

に
改
め
、

昭
和
六
十
年

令
第
一
号)
の
下
に

及
び
浄
化
槽
設
備
士
に
係
る

｣

講
習
等
に
関
す
る
省
令

(

平
成
十
三
年

令
第
四
号)
を
加
え
る
。

｣

第
二
条
の
見
出
し
を

｢
(

書
類
の
経
由)

｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
る
。

第
三
条
第
一
項
中｢

青
森
県
県
土
整
備
部
監
理
課｣

の
下
に｢

及
び
県
土
整
備
事
務
所
の
総
務
室｣

を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

青
森
県
告
示
第
百
八
十
八
号

地
方
自
治
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
九
条
の
五
第
一
項
及
び
第
二
百
六
十
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
川
内
町
長
か
ら
川
内
町
の
区
域
内
に
新
た
に
次
の
土
地
が
生
じ
た
こ
と
を
確

認
し
、
こ
の
土
地
を
川
内
町
大
字
宿
野
部
字
宿
野
部
に
編
入
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法

第
九
条
の
五
第
二
項
及
び
第
二
百
六
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

下
北
郡
川
内
町
大
字
宿
野
部
字
宿
野
部
一
一
一
の
一
、
一
一
一
の
二
、
一
一
一
の
四
、
一
一
一
の

九
、
一
一
一
の
一
〇
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
介
在
す
る
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
地
先
公
有
水
面
埋
立

地

九
、
二
一
九
・
〇
七
平
方
メ
ー
ト
ル

青
森
県
告
示
第
百
八
十
九
号

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号)

第
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の

規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

一

申
請
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

１

名
称

大
平
洋
金
属
株
式
会
社

２

住
所

東
京
都
千
代
田
区
大
手
町
一
丁
目
六
番
一
号

３

代
表
者
の
氏
名

代
表
取
締
役

城
井

徹

二

一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
場
所

八
戸
市
大
字
河
原
木
字
海
岸
二
〇
番
二
、
二
一
番
二

三

一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
種
類

ご
み
処
理
施
設

(

焼
却
施
設)

四

一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
に
お
い
て
処
理
す
る
一
般
廃
棄
物
の
種
類

燃
え
殻
、
ば
い
じ
ん

五

申
請
年
月
日

平
成
十
四
年
十
二
月
二
十
五
日

六

申
請
書
及
び
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
に
及
ぼ
す
影
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( )

響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
を
記
載
し
た
書
類
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
環
境
生
活
部
環
境
政
策
課

青
森
県
環
境
保
健
セ
ン
タ
ー
八
戸
環
境
管
理
事
務
所

八
戸
市
生
活
環
境
部
環
境
保
全
課

八
戸
市
生
活
環
境
部
清
掃
事
務
所

２

期
間

平
成
十
五
年
三
月
二
十
六
日
か
ら
同
年
四
月
二
十
六
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
四
十
五
分
ま
で

七

意
見
書
の
提
出

当
該
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
に
関
し
利
害
関
係
を
有
す
る
者
は
、
知
事
に
生
活
環
境
の

保
全
上
の
見
地
か
ら
の
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１

提
出
期
限

平
成
十
五
年
五
月
十
日

２

提
出
先

〒
〇
三
〇－

八
五
七
〇

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青
森
県
環
境
生
活
部
環
境
政
策
課

３

記
載
事
項

�

意
見
書
の
提
出
者
の
氏
名

(

法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名)

及
び
住
所

�

意
見
書
の
提
出
の
対
象
と
な
る
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
場
所
及
び
種
類

�

意
見

４

言
語

意
見
書
は
、
日
本
語
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。

青
森
県
告
示
第
百
九
十
号

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号)

第
十
五
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

一

申
請
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

１

名
称

大
平
洋
金
属
株
式
会
社

２

住
所

東
京
都
千
代
田
区
大
手
町
一
丁
目
六
番
一
号

３

代
表
者
の
氏
名

代
表
取
締
役

城
井

徹

二

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
場
所

八
戸
市
大
字
河
原
木
字
海
岸
二
〇
番
二
、
二
一
番
二

三

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
種
類

産
業
廃
棄
物
の
焼
却
施
設

四

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
お
い
て
処
理
す
る
産
業
廃
棄
物
の
種
類

燃
え
殻
、
動
植
物
性
残
さ

(

貝
殻
類
に
限
る
。)

、
ば
い
じ
ん

五

申
請
年
月
日

平
成
十
四
年
十
二
月
二
十
五
日

六

申
請
書
及
び
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
に
及
ぼ
す
影

響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
を
記
載
し
た
書
類
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
環
境
生
活
部
環
境
政
策
課

青
森
県
環
境
保
健
セ
ン
タ
ー
八
戸
環
境
管
理
事
務
所

八
戸
市
生
活
環
境
部
環
境
保
全
課

八
戸
市
生
活
環
境
部
清
掃
事
務
所

２

期
間

平
成
十
五
年
三
月
二
十
六
日
か
ら
同
年
四
月
二
十
六
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
四
十
五
分
ま
で

七

意
見
書
の
提
出

当
該
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
に
関
し
利
害
関
係
を
有
す
る
者
は
、
知
事
に
生
活
環
境
の

保
全
上
の
見
地
か
ら
の
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１

提
出
期
限

平
成
十
五
年
五
月
十
日

２

提
出
先
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〒
〇
三
〇－

八
五
七
〇

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青
森
県
環
境
生
活
部
環
境
政
策
課

３

記
載
事
項

�

意
見
書
の
提
出
者
の
氏
名

(

法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名)

及
び
住
所

�

意
見
書
の
提
出
の
対
象
と
な
る
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
場
所
及
び
種
類

�

意
見

４

言
語

意
見
書
は
、
日
本
語
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。

青
森
県
告
示
第
百
九
十
一
号

食
鳥
処
理
の
事
業
の
規
制
及
び
食
鳥
検
査
に
関
す
る
法
律

(

平
成
二
年
法
律
第
七
十
号)

第
二
十

一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
指
定
検
査
機
関
に
同
法
第
十
五
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま

で
に
規
定
す
る
検
査

(

以
下

｢

食
鳥
検
査｣

と
い
う
。)

を
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
同
法
第

二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

一

指
定
検
査
機
関
の
名
称

社
団
法
人
青
森
県
獣
医
師
会

二

指
定
検
査
機
関
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

青
森
市
松
原
二
丁
目
八
の
二

三

指
定
検
査
機
関
の
食
鳥
検
査
の
業
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地

八
戸
市
根
城
六
丁
目
二
二
の
二
二

四

指
定
検
査
機
関
に
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
食
鳥
検
査
の
業
務

食
鳥
検
査
の
全
部

五

指
定
検
査
機
関
に
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
食
鳥
検
査
の
業
務
の
開
始
の
日

平
成
十
五
年
四
月
一
日

青
森
県
告
示
第
百
九
十
二
号

漁
業
災
害
補
償
法

(

昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号)

第
百
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次

の
発
起
人
が
求
め
た
次
の
区
域
及
び
区
分
に
係
る
特
定
第
二
号
漁
業
者
の
同
意
が
同
項
に
規
定
す
る

要
件
に
適
合
す
る
と
認
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
百
五
条
の
二
第
四
項

の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

青
森
県
告
示
第
百
九
十
三
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号)

第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

家
畜
伝
染
病
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

青 森 県 報平成15年３月26日 水曜日 第2152号 4

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

(

名
称)

区

域

区

分

三
戸
郡
階
上
町
大
字
道
仏
字
榊
山
六
の
一
一

上
長
根

梅

雄

三
戸
郡
階
上
町
大
字
道
仏
字
浜
久
保
二
七
の
五
三

荒

谷

源

治

階
上
区
域

１

小
型
定
置
漁

業

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
深
浦
字
岡
崎
三
四
〇
の
二

小

角

陽

市

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
深
浦
字
浜
町
二
九
五

二

階

初

雄

深
浦
区
域

１

総
ト
ン
数
十

ト
ン
以
上
二
十

ト
ン
未
満
の
漁

船
に
よ
り
行
う

い
か
つ
り
漁
業

上
北
郡
東
北
町
字
船
ケ
沢
五
三
の
六
沼

邉

武

志

上
北
郡
東
北
町
字
古
屋
敷
一
の
二沼

山

隆

小
川
原
湖
区
域

１

底
び
き
網
を

使
用
し
て
行
う

し
じ
み
漁
業

家
畜
伝
染

病
の
種
類

家
畜
の

種

類

患
畜
、
疑
似

患
畜
の
別

頭
数

発
生
の
場
所
又
は
区
域

発

生

年
月
日

ヨ
ー
ネ
病

牛

患

畜

一

上
北
郡
天
間
林
村

平
成

��･

�･

�

三

上
北
郡
東
北
町

〃



( )

青
森
県
告
示
第
百
九
十
四
号

次
の
と
お
り
森
林
に
つ
い
て
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
の
で
、
森
林
法

(

昭
和
二

十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

北
津
軽
郡
市
浦
村
大
字
相
内
字
相
内
五
四
五
、
五
四
六
の
一

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

風
害
の
防
備

三

保
安
林
を
解
除
し
よ
う
と
す
る
理
由

指
定
理
由
の
消
滅

青
森
県
告
示
第
百
九
十
五
号

昭
和
五
十
一
年
六
月
十
九
日
青
森
県
告
示
第
四
百
六
十
一
号

(

青
森
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
規
定

に
よ
る
禁
止
区
域
等
の
指
定)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

第
一
号
３
の
�
中

｢

一
般
国
道
百
二
号
交
点

(

十
和
田
市
大
字
三
本
木
字
野
崎
四
〇
の
三
六
一)

か
ら
十
和
田
市｣

を

｢

十
和
田
市
大
字
伝
法
寺
字
上
伝
法
寺
三
二
の
一
か
ら
同
市｣

に
改
め
、
同
３

の
�
中

｢

同
大
字
字
小
夜
六
七
四
の
一｣

を

｢

同
町
大
字
赤
石
町
字
砂
山
一
三
九
の
八｣

に
改
め
、

同
３
の
�
中

｢

県
道
屏
風
山
内
真
部
線
交
点｣

を

｢

東
津
軽
郡
�
田
村
大
字
郷
沢
字
浜
田
一
三
六
の

二
五｣

に
改
め
、
同
３
の
�
中

｢

村
道
市
柳
総
合
公
園
線
交
点｣

を

｢

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
鷹
架

字
道
ノ
下
二
九
の
一
六
四｣

に
改
め
、
同
号
４
中｢

次
に
掲
げ
る
道
路｣

の
下
に｢

又
は
鉄
道｣

を
、

｢

路
肩
端｣

の
下
に

｢

又
は
路
盤
端｣

を
、

｢

の
区
域｣

の
下
に

｢
(

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三

年
法
律
第
百
号)

第
二
章
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
商
業
地
域
を
除
く
。)

｣

を
加
え
、
�
を
�

と
し
、
�
を
�
と
し
、
�
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

�

一
般
国
道
百
一
号

(

津
軽
自
動
車
道
の
区
間
に
限
る
。)

第
一
号
４
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

�

東
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
東
北
新
幹
線

(

県
内
全
線)

第
二
号
１
中

｢
(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

｣

を
削
る
。

第
三
号
２
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

�

青
い
森
鉄
道
株
式
会
社
青
い
森
鉄
道
線

附

則

こ
の
告
示
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

公

告

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
に
関
す
る
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
大
規

模
小
売
店
舗
の
新
設
に
関
す
る
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公

告
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

(

仮
称)

県
民
生
協
三
内
店

青
森
市
大
字
三
内
字
丸
山
一
一
の
七

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

青
森
県
民
生
活
協
同
組
合

青
森
市
大
字
羽
白
字
沢
田
三
〇
一
の
一

理
事
長

井
筒
智
義

三

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

青
森
県
民
生
活
協
同
組
合

青
森
市
大
字
羽
白
字
沢
田
三
〇
一
の
一

理
事
長

井
筒
智
義

四

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日

青 森 県 報平成15年３月26日 水曜日 第2152号5



( )

平
成
十
五
年
十
一
月
十
四
日

五

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

一
、
四
〇
四
平
方
メ
ー
ト
ル

六

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項

１

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

九
八
台

(
位
置
は
、
届
出
書
添
付
図
面
の
と
お
り)

２

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

四
〇
台

(

位
置
は
、
届
出
書
添
付
図
面
の
と
お
り)

３

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積

一
七
七
平
方
メ
ー
ト
ル

(
位
置
は
、
届
出
書
添
付
図
面
の
と
お
り)

４

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量

三
四
立
方
メ
ー
ト
ル

(

位
置
は
、
届
出
書
添
付
図
面
の
と
お
り)

七

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項

１

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻

開
店
時
刻

午
前
十
時

(

日
祝
祭
日
午
前
九
時
、
年
間
五
日
午
前
七
時)

閉
店
時
刻

午
後
九
時

２

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

午
前
九
時

(

年
間
五
日
午
前
六
時
五
十
分)

か
ら
午
後
九
時
十
五
分
ま
で

３

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置

二
か
所

(

位
置
は
、
届
出
書
添
付
図
面
の
と
お
り)

４

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

午
前
七
時
か
ら
午
後
六
時
ま
で

八

届
出
年
月
日

平
成
十
五
年
三
月
十
三
日

九

届
出
書
及
び
添
付
書
類
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
観
光
労
働
部
経
営
振
興
課
及
び
青
森
市
役
所

２

期
間

平
成
十
五
年
三
月
二
十
六
日
か
ら
同
年
七
月
二
十
六
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
四
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
青
森
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

十

意
見
書
の
提
出

こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持

の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１

提
出
期
限

平
成
十
五
年
七
月
二
十
六
日

２

提
出
先

青
森
県
商
工
観
光
労
働
部
経
営
振
興
課

３

記
載
事
項

�

意
見
書
の
提
出
者
の
氏
名

(

法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名)

及
び
住
所

�

意
見
書
の
提
出
の
対
象
と
な
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

�

意
見
及
び
そ
の
理
由

４

言
語

意
見
書
は
、
日
本
語
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。

土
地
立
入
の
通
知

日
本
鉄
道
建
設
公
団
か
ら
、
土
地
収
用
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号)

第
十
一
条
第

一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
土
地
立
入
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の

規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

一

起
業
者
の
名
称

日
本
鉄
道
建
設
公
団

二

事
業
の
種
類

東
北
新
幹
線
建
設
工
事
及
び
附
帯
工
事

三

立
ち
入
ろ
う
と
す
る
土
地
の
区
域
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市
町
村
名

大
字
名

字

名

駒

込

深
沢
、
桐
ノ
沢
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幸

畑

阿
部
野

青

森

市

田
茂
木
野

田
茂
木
沢

大
矢
沢

里
見

四
ツ
石

前
岳
、
里
見

横

内

八
重
菊
、
猿
沢
、
鏡
山
、
亀
井
、
桜
峯

合
子
沢

山
崎
、
松
森

新
町
野

菅
谷

野

木

野
尻

上

野

山
辺
、
有
原

金

浜

伊
吹
、
稲
田
、
船
岡

荒

川

筒
井
、
品
川

高

田

日
野
、
朝
日
山

細

越

種
元
、
栄
山

三

内

丸
山
、
沢
部

石

江

平
山
、
江
渡
、
高
間

新

田

忍

新

城

平
岡
、
福
田

油

川

柳
川
、
実
法
、
千
刈
、
岡
田
、
中
道

八

戸

市

長
苗
代

上
碇
田
、
天
狗
柳

尻
内
町

下
谷
地
、
善
右
エ
門
堰

河
原
木

前
谷
地
、
大
谷
地
、
蝦
夷
館
、
平
、
簀
子
渡
、
程
ノ
沢
、
見

立
山
、
大
タ
ル
ミ
、
高
森

市
川
町

長
者
久
保
、
和
野
前
山
、
尻
引
堤
沢
、
鍋
沢
尻
、
小
鍋
下
、

轟
木
前
谷
地
、
田
ノ
沢
下
、
中
川
原
、
上
川
原
、
高
丁
場
、

轟
木
、
赤
坂
下
、
稲
荷
後

十
和
田
市

豊
ケ
岡

豊
ケ
岡

大
沢
田

蒼
前
、
鍋
久
保
、
左
ノ
田
、
葉
ノ
木
谷
地
、
牛
鍵
、
橋
場
、

有
信
山

八
斗
沢

砂
土
路

立

崎

山
ノ
外
、
押
付

三
戸
郡
五
戸

町

上
市
川

石
呑
、
大
タ
ル
ミ

上
北
郡
下
田

町

下
谷
地
、
三
本
木
、
小
前
谷
地
、
丈
ノ
端
、
明
土
、
上
川
原
、

下
川
原
、
阿
光
坊
、
南
下
田
、
神
明
前
、
瓢

上
北
郡
六
戸

町

犬
落
瀬

柴
山
、
坪
毛
沢
、
通
目
木
、
七
百
、
根
古
橋
、
権
現
沢
、
南

平
、
岡
沼
、
沼
久
保

折

茂

沖
山

上
北
郡
上
北

町

大

浦

久
保
頭
、
豊
畑
、
大
浦
山
、
大
坊
頭
、
菅
林

新

館

有
野
部
、
八
幡
、
赤
平
、
中
田

上
北
郡
七
戸

町

�
花
、
膝
森
、
寒
水
、
大
沢
、
荒
熊
内
、
鶴
児
平
、
放
森
、

治
部
袋
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岩
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間
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村
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作
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名
、
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田
、
倉
越
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森
市
長
島
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目
一
番
一
号

青

森

県

発
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所
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行

人

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

青
森
市
古
川
二
丁
目
一
七
番
五
号

東
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株

式

会
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印

刷

所
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販

売

人

四

立
ち
入
ろ
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と
す
る
期
間

平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
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